○久喜市特別栽培農産物生産支援補助金交付要綱
平成２６年１１月２０日
告示第５２７号
（趣旨）
第１条　この告示は、化学肥料及び農薬の使用を控え、環境負荷軽減に配慮した農産物の生産振興を図るため、特別栽培農産物を生産する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
２　前項の補助金の交付に関しては、久喜市補助金等の交付に関する規則（平成２２年久喜市規則第５９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
（定義）
第２条　この告示において「特別栽培農産物」とは、埼玉県特別栽培農産物認証要綱（平成１６年２月２３日埼玉県農林部長決裁）に基づく認証を受けた野菜及び米をいう。
（補助事業者）
第３条　補助金の交付の対象となる補助事業者は、市内に住所を有する農業者又は市内に住所を有する農業者で組織する団体とする。
（補助対象事業）
第４条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次のとおりとする。
	特別栽培農産物の種類
	事業の内容

	野菜
	特別栽培農産物の野菜を生産し、市内の小中学校若しくは保育園の給食用食材として出荷する事業又は農業協同組合に出荷する事業

	米
	特別栽培農産物の米を生産し、農業協同組合に出荷する事業


（補助金の額）
第５条　補助金の額は、次のとおりとする。ただし、特別栽培農産物の栽培面積は、品目ごとに算出するものとする。
	特別栽培農産物の種類
	補助金額

	野菜
	栽培面積１アール当たり３，２００円以内

	米
	栽培面積１ヘクタール当たり１４，０００円以内


（交付申請書の様式）
第６条　規則第６条第１項の交付申請書の様式は、特別栽培農産物生産支援補助金交付申請書（様式第１号）のとおりとする。
２　前項の交付申請書の提出時期は、次のとおりとする。ただし、複数の品目を生産する者は、毎年度最後に出荷を開始する品目の出荷を開始するまでに提出するものとする。
	特別栽培農産物の種類
	提出時期

	野菜
	毎年度市内の小中学校若しくは保育園の給食用食材として出荷を開始するまで又は農業協同組合に出荷を開始するまで

	米
	毎年度農業協同組合に出荷を開始するまで


（交付決定通知書の様式）
第７条　規則第９条第１項の交付決定通知書の様式は、特別栽培農産物生産支援補助金交付決定通知書（様式第２号）のとおりとする。
（変更承認申請書の様式等）
第８条　規則第１１条第１項の変更申請書の様式は、特別栽培農産物生産支援補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）のとおりとする。
２　市長は、前項に規定する変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、特別栽培農産物生産支援補助金変更（中止・廃止）承認決定通知書（様式第４号）により、同項の申請をした者に通知するものとする。
（実績報告書の様式等）
第９条　規則第１３条の実績報告書の様式は、特別栽培農産物生産支援補助金実績報告書（様式第５号）のとおりとする。
２　前項の実績報告書は、補助対象事業を実施した年度の３月３１日までに提出するものとする。
（交付確定通知書の様式）
第１０条　規則第１４条の交付確定通知書の様式は、特別栽培農産物生産支援補助金交付確定通知書（様式第６号）のとおりとする。
（交付の請求）
第１１条　前条の規定による補助金の交付の確定の通知を受けた者は、特別栽培農産物生産支援補助金交付請求書（様式第７号）により市長に請求するものとする。
（書類の整備等）
第１２条　補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等に証拠書類を整備保管しておかなければならない。
２　前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。
（その他）
第１３条　この告示に定めるもののほか、久喜市特別栽培農産物生産支援補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この告示は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　平成２６年度における第６条第２項の規定の適用については、同項中「毎年度特別栽培農産物を市内の小中学校又は保育園の給食用食材として出荷を開始するまで」とあるのは、「公布の日から３０日を経過するまで」とする。
附　則（平成２８年３月２９日告示第１２６号）
（施行期日等）
１　この告示は、公布の日から施行し、改正後の久喜市特別栽培農産物生産支援補助金交付要綱の規定は、平成２７年４月１日から適用する。
（経過措置）
２　平成２７年度における改正後の第６条第２項の規定の適用については、同項の表野菜の項中「毎年度市内の小中学校又は保育園の給食用食材として出荷を開始するまで」とあるのは「平成２８年３月３１日まで」と、同表米の項中「毎年度農業協同組合に出荷を開始するまで」とあるのは「平成２８年３月３１日まで」と読み替えるものとする。
附　則（令和３年３月３１日告示第２００号）
この告示は、令和３年４月１日から施行する。
附　則（令和７年３月２４日告示第１２６号）
この告示は、令和７年４月１日から施行する。
附　則（令和７年６月１９日告示第２６７号）
[bookmark: last]この告示は、令和７年７月１日から施行する。
